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第 6回長野県アンダーハンディキャップゴルフ選手権 

競 技 規 則 

 
開 催 日 ：2023年9月14日（木） 

開催コース ：豊科カントリー俱楽部 

本競技は日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこのローカルルールと競技の条件を適用する。 

本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は競技規定やプレーヤーへの通知文書、または競技会場での掲示物に掲載され

るので必ず参照すること。 

ゴルフ規則によって別に定められている場合や本書に罰が記載されている場合を除き、このローカルルールと競技の条件の

違反の罰は、「一般の罰(2罰打)」となる。 

ロ ー カ ル ル ー ル 

1. アウトオブバウンズ(規則18.2) 

 アウトオブバウンズは白杭やフェンスの柱のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 

2. 異常なコース状態(動かせない障害物を含む)(規則16) 

(a)修理地 

  (1)青杭を立て、白線で囲まれた区域。 

  (2)グリーン前後を含みフェアウェイの芝の長さかそれ以下の区域にあるヤーデージマーキングペイント(スタンスへ

の障害は除く)。 

(b)動かせない障害物 

  (1)排水溝 

  (2)黄黒の縞杭(本競技には適用しない) 

(3)距離の標示杭（ヤード杭） 

  (4)距離標示用の人工のヤーデージマーク(距離標示用の杭を除く) 

    (5)立ち木根廻りの保護のプラスチック網 

  (6) 道路に隣接するわだちはその道路の一部とみなす。 

(7)人工の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。 

  (8)複数の動かせない障害物が接している場合、それらはひとつの動かせない障害物として扱われる。 

  (9)動かせない障害物と白線でつながれている区域は、その動かせない障害物の一部として扱われる。 

3. 不可分の物 

以下の物は不可物な物であり、無罰の救済は認められない。 

(a)樹木やその他の恒久的な物件に巻きつけたり、密着させてあるもの。 

(ｂ)ペナルティーエリア内にある人工の壁や杭でできた構造物 

 

4. プレー禁止区域 

電磁誘導カート用の３本の人工の表面を持つ軌道は、全幅をもってカート道路とみなす。球がこのカート道路の上に止ま

っている場合、競技者は規則16.1に基づき救済を受けなければならない。ただしスタンスが障害となる場合はそのまま

プレーすることもできる。 

 

5. ドロップゾーン 

７番、１８番ホールの橋の上に球が止まっているか又はスタンスがかかる場合、競技者は指定ドロップ区域（DZ）から

無罰でプレーしなければならない（橋とは欄干の先端までをいう）。 

 

      

 

6. 練習(規則5.2) 

  ホールとホールの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。 

  終了したばかりのグリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、終了したばかりのグリーンの表面をこすった

り、球を転がすことによってグリーン面をテストする。 
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《距離表》 

男子 使用グリーン：すずらん        

HOLES №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 OUT  
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36  
YARDS 410 179 354 551 389 160 437 535 406 3421  

HOLES №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 IN TOTAL 

PAR 4 4 5 3 4 4 4 5 3 36 72 

YARDS 412 383 540 189 424 358 456 503 185 3450 6871 

女子 使用グリーン：すずらん        

HOLES №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 OUT  
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36  
YARDS 353 148 320 485 351 140 286 489 296 2868  

HOLES №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 IN TOTAL 

PAR 4 4 5 3 4 4 4 5 3 36 72 

YARDS 352 343 411 175 277 314 374 462 157 2865 5733 

 

                            

競 技 の 条 件 

1. プレーの条件 

(a)１８ホール・ストロークプレー（アンダーハンディキャップ競技）  

(b)使用ティ：男子クラス：青マーク 女子クラス：赤マーク 

2. クラブと球の規格 

 (a)ストロークを行うために使うドライバーはR&Aが発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに掲載されているクラ

ブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 

,(b)ストロークを行うときに使用する球はR&Aが発行する最新の適合球リストに掲載されていなければならない。 

  このローカルルールの違反に対する罰：失格 

3. プレーの中断と再開(規則5.7) 

    即時中断   ：１回の長いサイレン 

    通常の中断 ：短いサイレン繰り返す 

    プレーの再開：１回の長いサイレン 

 4．タイの決定 

順位にタイが生じた場合はマッチング・スコアカード方式（要項参照）により決定する。 

    

 5．スコアカードの提出 

スコアリングエリア方式を採用する。 

 6．競技終了時点 

競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

7．競技の成立 

悪天候でプレーが中断または中止になった時の競技の成立、順位の決定については競技委員会がこれを決定する。 

8. 競技終了時点 

競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

 

 

注 意 事 項 

1.グリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とすることがある。 

2.プレーヤーにエチケット違反、または非行があった場合には「行動規範」に基づいて制裁を受けることがある。また、重

大な非行があった場合には規則1.2aおよび20.2に基づいて失格とする場合がある。 
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3.打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート前の練習は、１人１コインを限度とする。 

4.アプローチ・バンカー練習場は、使用禁止とする。 

5. スタート時刻10分前には、必ずティーイングエリア周辺に待機すること。 

6．クローズド(Closed)の標示のあるグリーンは目的外グリーンである。 

7．携帯電話は緊急時および規則参照時を除きコースおよびクラブハウス内での使用を禁止する。 

 

                                         競技委員長 上 沼  栄 治 

 


